
医 療 関 係 者 養 成 確 保 対 策 費 等 補 助 金 、

睡≡疹蒸 醒尋準系 羅多を片 催夢 暮菱 争雲ネ甫 母わイト が2こバ 臣冨 ルヽ を片

催夢 葬肇年纂ネ甫 阜わるド 5を 千寸 要暮 糸岡  (多鷺 )

(通 則 )

1 医療関係者養成確保対策費等補助金、医療関係者研修費等補助金及び臨床研

修費等補助金については、予算の範囲内において交付す るもの とし、補助金等

に係 る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30年法律第 179号 )、 補助

金等に係 る予算の執行の適正化 に関す る法律施行令 (昭和 30年政令第 255

号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則 (平成 12年

曇 織 碁
令第 6号 )の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによ

る。

(交付の 目的 )

2 これ らの補助金は、保 健師、助産師、看護 師及び准看護師 (以下 「看護職

員」 とい う。)の確保 、資質の向上、離職の防止及び就業の促進 、保健師助産

師看護師法 (昭和 23年法律第 203号 )に基づき指定を受けた看護職員の学

校又は養成所 (以 下 「看護師等養成所」 とい う。)における教育内容の向上、

並びに医師、歯科医師及び薬剤師等の資質の向上を図 り、もつて安心 。信頼 し

てかかれ る医療の確保 と国民の健康づ くりの推進 を目的 とす る。

(交付の対象 )

3 これ らの補助金は、次の事業 を交付の対象 とす る。

(1)医療関係者養成確保対策費等補助金 (医療従事者等確保対策費 )

看護師等養成所運営事業

ア 平成 22年 3月 24日 医政発 0324第 21号厚生労働省医政局長通知 「看護

職員確保対策事業等の実施 について」 (以 下 「看護職員確保対策事業等実

施要綱」 とい う。)に基づき都道府県が行 う次に掲げる事業

(ア) 「看護師養成所 2年課程 (通信制 )」 導入促進事業

(イ)看 護師養成所修業年限延長促進事業

イ 看護師等養成所 (た だ し、学校教育法 (昭和 22年法律第 26号 )第 1

条に規定す る学校は除 く。)の運営事業に対 して都道府県が補助す る次に

掲げる事業

(ア)次 に掲げる者が行 う看護師等養成所の運営事業

a 社会福祉法人 (た だ し、社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福

祉法人北海道社会事業協会は除 く)

b 国家公務員共済組合及びその連合会
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c 健康保険組合及びその連合会

d 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

e 学校法人及び準学校法人

f 医療法人

g 一般社団法人及び一般財団法人

ただ し、上記の うち f及び gについては、学校教育法第 124条 の規

定による 「専修学校」又は同法第 134条 の規定による 「各種学校」の

認可を受けている者 に限るものとす る。 (た だ し、助産師養成所及び看

護師養成所 2年課程 (通信制)に あつてはこの限 りではない。 )

(イ) 「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づき次に掲げる者が行 う

看護師等養成所 2年課程 (通信制)導入促進事業

a 社会福祉法人 (た だ し、社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福

祉法人北海道社会事業協会は除 く)

b 国家公務員共済組合及びその連合会

c 健康保険組合及びその連合会

d 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

e 学校法人及び準学校法人

f 医療法人

g 一般社団法人及び一般財団法人

h その他厚生労働大臣が認める者

(ウ) 「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づき次に掲げる者が行 う

助産師養成所開校促進事業

a 日本赤十字社

b 社会福祉法人

c 全国厚生農業協同組合連合会

d 国家公務員共済組合及びその連合会

e 健康保険組合及びその連合会

f 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

g 学校法人及び準学校法人

h 医療法人

i 一般社団法人及び一般財団法人

j その他厚生労働大臣が認める者

(工) 「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づ き次に掲げる者が行 う

看護師養成所修業年限延長促進事業

a 特別区及び市町村

b 日本赤十字社

c 社会福祉法人

d 全国厚生農業協同組合連合会
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e 国家公務員共済組合及びその連合会

f 健康保険組合及びその連合会

g 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

h 学校法人及び準学校法人

i 医療法人

j 一般社団法人及び一般財団法人

k その他厚生労働大臣が認 める者

(2)医療関係者研修費等補助金

ア 中央ナースセ ンター事業 (医療従事者等確保対策費 )

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づき社団法人 日本看護協会が

行 う事業

イ 看護職員確保対策特別事業 (医療従事者等確保対策費 )

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づ き社団法人 日本看護協会、

社団法人 日本助産師会、社団法人 日本精神科看護技術協会及びその他厚生

労働大臣が認 める者が行 う事業

ウ 看護職員資質向上推進事業 (医療従事者資質向上対策費 )

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づき社団法人 日本看護協会、

社団法人 日本精神科看護技術協会、財団法人 日本訪問看護振興財団及びそ

の他厚生労働大臣が認 める者が行 う看護職員専門分野研修

エ プ ログラム責任者養成講習会事業 (医療従事者資質向上対策費 )

平成 16年 10月 18日 医政発第 1018006号 厚生労働省 医政局長通知

「プログラム責任者養成講習会の実施 について」に基づき臨床研修協議会

が行 う事業

オ 歯科医師臨床研修指導医講習会事業 (医療従事者資質向上対策費 )

プ ログラム責任者講習会

臨床研修施設 に勤務す る歯科医師に対 して、別 に定める公募要領によ り

採択 された団体が行 う事業

力 医療関係職種実習施設指導者等養成講習会事業 (医療従事者資質向上対

策費 )

歯科衛生士、歯科技工士の養成施設等で行われている臨床実習の実習指

導者 に対 して、別 に定める公募要領によ り採択 された団体が行 う事業

キ 薬剤師生涯教育推進事業 (医薬品適正使用推進費 )

平成 22年 4年 22日 薬食発 0422第 12号厚生労働省 医薬食 品局長通知

「薬剤師生涯教育推進事業実施要綱」に基づ き別 に定める公募要領によ り

採択 された法人が行 う事業
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(3)臨床研修費等補助金 (医療従事者資質向上対策費 )

臨床研修事業等

ア 医  師

平成 16年 10月 7日 医政発第 1007014号 厚 生労働省 医政局長通知

「医師臨床研修費補助事業の実施について」に基づき公私立大学附属病院

及び厚生労働大臣の指定 した公私立病院の開設者等が行 う医師法  (昭和

23年 法律第 201号 )第 16条 の 2第 1項 に定める臨床研修 の事業 (研

修プログラムに基づ き行 う事業)及び地域協議会の事業

イ 歯科医師

平成 18年 7月 3日 医政発第 0703012号 厚生労働省 医政局長通知

「歯科医師臨床研修費補助事業の実施 について」に基づき公私立大学歯学

部若 しくは医学部附属病院 (歯科医業を行わない ものを除 く。)及び厚生

労働大臣の指定 した公私立病院若 しくは診療所の開設者が行 う歯科医師法

(昭 和 23年法律第 202号 )第 16条の 2第 1項 に定める歯科医師臨床

研修の事業 (研修プ ログラムに基づき行 う事業 )

(交付額の算定方法 )

4 これ らの補助金の交付額は、次の (1)、 (2)の ア～キによ り算出された

額の合計額及び次の (3)に よ り算出 された額の合計額 とする。 ただ し、算

出 された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これ を切 り捨てるも

の とする。

(1)医療関係者養成確保対策費等補助金 (看護師等養成所運営事業 )

ア 3の (1)のアに掲げる都道府県が行 う事業

(ア)別 表 1の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを養成所 ごとに比較 して、少ない方の額 を選定する。

(イ)(ア)に より選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 (平成

11年 6月 16日 看第 26号厚生省健康政策局看護課長通知 「看護婦等

養成所運営費補助金の算出方法について」に定める 「寄附金その他の収

入額」をい う。以下 (1)に おいて同 じ。)を控除 した額 とを比較 して、

少ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額の合計額 を交付額 とする。

ただ し、別表 10の都及び県にあつては、 (ア)に より選定 された額 と

総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して、少ない

方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額に同表に定める調整率を乗 じて得た額

を交付額 とする。

イ 3の (1)のイの (ア )～ (工)に掲げる者が行 う事業に対 して都道府県が補

助す る事業

(ア)別 表 1の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを養成所 ごとに比較 して、少ない方の額を選定す る。

P360



(イ)(ア)に より選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他 の収入額を控除

した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 して、もつとも少ない方の額に

2分の 1を 乗 じて得た額の合計額 を交付額 とす る。

(2)医療関係者研修費等補助金

ア 中央ナースセ ンター事業

(ア)別 表 2の第 2欄 に定める種 目ごとに第 3欄 に定める基準額 と第 4欄

に定める対象経費の実支出額 とを比較 して、少ない方の額 を選定する。

(イ)(ア )に より選定 された額の合計額 と総事業費か ら寄付金その他の収入

額 を控除 した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

イ 看護職員確保対策特別事業

(ア)別 表 3の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少ない方の額を選定す る。

(イ)(ア )に より選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とする。

ウ 看護職員資質向上推進事業

(ア)別 表 4の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少ない方の額 を選定す る。

(イ)(ア)に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

エ プログラム責任者養成講習会事業

(ア )別 表 5の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少ない方の額を選定する。

(イ)(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

オ 歯科医師臨床研修指導医講習会事業

(ア)別 表 6の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少ない方の額 を選定す る。

(イ)(ア)に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

力 医療関係職種実習施設指導者等養成講習会事業

(ア)別 表 7の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少ない方の額 を選定す る。

(イ)(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除

した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

キ 薬剤師生涯教育推進事業

(ア)別 表 8の第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較 して、少 ない方の額 を選定す る。

(イ)(ア)に より選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額を控除
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した額 とを比較 して、少ない方の額 を交付額 とす る。

(3)臨床研修費等補助金

臨床研修事業等

ア 別表 9の第 2欄に定める種 目ごとに第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定

める対象経費の実支出額 とを施設 ごとに比較 して、少ない方の額 を選定す

る。

イ アによ り種 目ごとに選定 された額の合計 と総事業費か ら寄付金その他の

収入額を控除 した額 とを施設 ごとに比較 して、少ない方の額 を交付額 とす

る。

(交付の条件 )

5 これ らの補助金の交付の決定には、次の条件が付 され るものとする。

(1)事業に要す る経費の配分の変更 (そ れぞれの種 目の配分額のいずれか低い

額の 10%以 内の変更 を除 く。)には、 6に定める申請手続による当該都道

府県の区域 を管轄す る地方厚生局長 (徳島県、香川県、愛媛県及び高知県に

あっては中国四国厚生局長、以下 「地方厚生局長」 とい う。)又は厚生労働

大臣 (以 下 「厚生労働大臣等」 とい う。)の承認 を受けなければな らない。

ただ し、区分補助金間相互の経費の配分の変更は認 めないもめ とす る。

(2)事業の内容 を変更す る場合 (軽微 な変更を除 く。)には、厚生労働大臣等

の承認 を受けなければならない。

(3)事業を中止 し、又は廃止す る場合 には、厚生労働大臣等の承認 を受けなけ

ればな らない。

(4)事業の遂行が困難 となった場合には、速やかに厚生労働大臣等に報告 して、

その指示 を受けなければな らない。

(5)事業によ り取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万 円 (民間団体に

あっては 30万 円)以上の機械及び器具については、補助金等に係 る予算の

執行の適正化に関す る法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により厚生労

働大臣が別 に定める期間を経過す るまで厚生労働大臣等の承認 を受 けないで、

この補助金の交付の 目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保

に供 し、又は廃棄 してはならない。

(6)厚生労働大臣等の承認 を受けて財産を処分す ることにより収入があつた場

合には、その収入の全部又は一部を国庫 に納付 させ ることがある。

(7)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後にお

いても善良な管理者の注意をもつて管理す るとともに、その効率的な運用を

図 らなければな らない。

(8)補助金 と事業に係 る証拠書類等の管理については、次によるもの とする。

(補助事業者が地方公共団体の場合 )

補助金 と事業に係 る予算及び決算 との関係 を明 らかに した別紙様式 1に よ
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る調書 を作成す るとともに、事業に係 る歳入及び歳出について証拠書類を整

理 し、かつ調書及び証拠書類 を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃上の承認

を受けた場合には、その承認 を受けた 日)の属す る年度の終了後 5年間保管

しておかなければな らない。

(補助事業者が地方公共団体以外の場合 )

事業に係 る収入及び支出を明 らかに した帳簿を備 え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類 を整理 し、かつ、当該帳簿及び証拠書類 を事業完了後 5年間

保管 しておかなければならない。

(9)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係 る消費

税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合は、別紙様式 3に より

速やかに厚生労働大臣等に報告 しなければな らない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開す る組織の一支部 (又 は一支社、

一支所等)で あつて、 自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部 (又

は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行 つている場合は、本部

の課税売 り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣等に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費

税に係 る仕入れ控除税額の全部又は一部 を国庫に納付 させ ることがある。

(10)補助金の交付 と対象経費を重複 して、他の補助金等の交付 を受けてはな ら

ない。

(H)都道府県は、国か ら概算払により間接補助金に係 る補助金の交付 を受けた

場合 には、当該概算払 を受けた補助金に相当す る額 を遅滞な く間接補助事業

者に交付 しなければな らない。

(12)都道府県は、間接補助金を問接補助事業者 に交付す る場合には (1)か ら

(10)ま でに掲げる条件を付 さなければな らない。 この場合において (1)

か ら (4)ま で、 (6)及び (9)中 「厚生労働大臣等」 とあるのは 「都道

府県知事」 と、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と (5)中 「厚生労働大臣

等の承認」 とあるのは、 「都道府県知事の承認」 と、 (10)中 「補助金」 と

あるのは 「間接補助金」 と読み替えるもの とす る。

(13)(12)に より付 した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示す る場合に

は、あらか じめ厚生労働大臣等の承認又は指示を受けなければな らない。

(14)間接補助事業者か ら財産の処分による収入の全部又は一部の納付があつた

場合 には、その納付額の全部又は一部 を国庫に納付 させ ることがある。

(15)補助事業者が一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等 に関す る法律の施行に伴 う関係法律の整備等に

関す る法律 (平成 18年法律第 50号 )第 42条第 2項に規定す る特例民法

法人であつて国が所管す るものである場合、この補助金に係 る支出明細書を

別紙様式 5に より作成 し、国か らの補助金等全体の金額及びその年間収入に
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対す る割合 を示す書類 に添付 した上で、計算書類等 と併せて事務所に備 えつ

け公開す るとともに、決算後 10日 を経過 した 日又は翌年度 7月 10日 のい

ずれか早い 日までに厚生労働省 (及 び法人所管府省)に報告 しなければなら

ない。

(申 請の手続 )

6 これ らの補助金の交付の申請は、次により行 うもの とす る。

(1)都道府県以外が行 う3の (3)の アの事業

(ア )補助事業者 は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類 を添えて、都道府

県知事が定める日までに都道府県知事に提出す るものとす る。

(イ )都道府県知事は、 (ア )の 申請書 を受理 した ときは、毎年度 5月 31

日までに地方厚生局長に提出す るものとす る。

(2)都道府県が行 う3の (3)の アの事業

補助事業者は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類 を添えて、毎年度 5月

31日 までに地方厚生局長に提出するもの とす る。

(3)都道府県以外が行 う3の (3)の イの事業

(ア )補助事業者は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類 を添えて、都道府

県知事が定める 日までに都道府県知事に提出す るもの とす る。

(イ )都道府県知事は、 (ア )の 申請書を受理 した ときは、毎年度 5月 31

日までに厚生労働大臣に提出す るものとす る。

(4)3の (1)、 (2)及び都道府県が行 う (3)の イの事業

補助事業者は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類 を添えて、毎年度 5月

31日 までに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

(変 更申請手続 )

7 これ らの補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容 を変更 して追加

交付 申請等を行 う場合 には 6に 定める申請手続に従い毎年度 1月 20日 までに

行 うもの とす る。

(交付決定までの標準的期間 )

8 これ らの補助金の交付の決定までの標準的期間は、次の とお りとする。

(1)補助金等に係 る予算の執行の適正化に関す る法律第 26条第 2項に基づき、

補助金等の交付に関す る事務の一部 を都道府県が行 う場合において、都道府

県知事は、 6の (1)の (ア )、 (3)の (ア )若 しくは 7に よる申請書が

到達 した 日か ら起算 して原則 として 1月 以内に国に提出す るものとし、国は、

都道府県知事か ら申請書が到達 した 日か ら起算 して原則 として 1月 以内に交

付の決定 (変更交付決定を含む。)を行 うもの とす る。

(2)国 は、 6の (1)の  (イ )、  (2)、  (3)の  (イ )、  (4)易断しくは 7
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に よる申請書が到達 した 日か ら起算 して原則 として 1月 以 内に交付の決定

(変更交付決定を含む。)を行 うもの とす る。

(状況報告 )

9 補助事業者は、事業の遂行及び支出状況について厚生労働大臣の要求があつ

た ときは、速やかにその状況 を報告 しなければな らない。

(補助金の概算払 )

10 厚生労働大臣は、必要があると認 める場合においては、国の支払計画承認額

の範囲内において概算払をす ることができる。

(実績報告 )

11 これ らの補助金の事業実績報告は、次により行 うもの とす る。

(1)都道府県以外が行 う3の (3)の アの事業

(ア )補助事業者は、別紙様式 4に よる報告書に関係書類 を添 えて、都道府

県知事が定める日までに都道府県に提出するものとす る。

(イ )都道府県知事は、 (ア )の報告書を受理 した ときは、 これを審査 し、

とりま とめの うえ、別紙様式 4に より関係書類 を添えて、事業完了の 日

か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (5の (3)に より事業の中止又は廃止

の承認 を受けた場合には、当該承認通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 し

た 日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに、地方厚生局長に

提出す るものとす る。

(2)都道府県が行う 3の (3)のアの事業

補助事業者は、別紙様式 4に よる報告書に関係書類 を添えて、事業完了の

日か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (5の (3)に よ り事業の中止又は廃止の

承認 を受けた場合には、当該承認通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)

又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに、地方厚生局長 に提出す るも

の とす る。

(3)都道府県以外が行 う3の (3)の イの事業

(ア )補助事業者は、別紙様式 4に よる報告書に関係書類 を添えて、都道府

県知事が定める日までに都道府県に提出す るもの とす る。

(イ )都道府県知事 は、 (ア )の報告書 を受理 した ときは、 これを審査 し、

とりま とめの うえ、別紙様式 4に よ り関係書類 を添えて、事業完了の 日

か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (5の (3)に より事業の中止又は廃止

の承認 を受けた場合には、当該承認通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 し

た 日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに、厚生労働大臣に

提出す るもの とす る。
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(4)3の (1)、 (2)及び都道府県が行 う (3)のイの事業

補助事業者は、別紙様式 4に よる報告書に関係書類 を添えて、事業完了の

日か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (5の (3)に よ り事業の中止又は廃止の

承認 を受けた場合には、当該承認通知 を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)

又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに、厚生労働大臣に提出す るも

の とす る。

(補助金の返還 )

12 厚生労働大臣等は、交付すべき補助金の額 を確定 した場合において、既にそ

の額 を超 える補助金が交付 されてい るときは、期限を定めて、その超 える部分

について国庫に返還す ることを命ず る。

(そ の他 )

13 特別の事情により、 4、 6、 7及びHに定める算定方法、手続 きによること

ができない場合 には、あらか じめ厚生労働大臣等の承認 を受けてその定めると

ころによるもの とする。
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別表 1

ア.都道府県が行 う事業

1区分 2種 目 3 基       準       額 4 対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

自市
|

等

養

成

所

運

営

事

業

「看護師養成所 2年課程 (通信制 )」 導入促進

事業

専任教員等配置経費 1か所当た り

12, 255, 000円

「看護師養成所 2年課程

(通信制)」 の設置準備に必要

な次に掲げる経費

専任教員等配置経費

(1)教員経費

ア 専任教員給与費

イ 専任教員人当庁費、需

用費 (消耗品費、印刷製

本費)、 備品購入費、役

務費 (通信運搬費)、 福

利厚生費

ウ 委託料 (上記教員経費

のうちア及びイに該当す

るものとする。 )

(2)添削指導員経費

ア 添削指導員給与費

イ 添削指導員人当庁費、

需用費 (消耗品費、印昴1

製本費)、 備品購入費、

役務費 (通信運搬費)、

福利厚生費

ウ 委託料 (上記添削指導

員経費のうちア及びイに

該当するものとする。 )

(3)事務職員経費

ア 事務職員給与費

イ 委託料 (上記事務職員

給与費とする。 )

(注)専任教員とは、保健師

助産師看護師学校養成所

指定規則 (昭和 26年文

部 。厚生省令第 1号)第

2条第 4号、第 3条第 4

号、第 4条第 2項第 4

号、第 5条第 4号に規定

する保健師若 しくは助産

師又は看護師の資格を有

する専任教員をい う。

以下同じ。
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1区分 2種 目 3 基       準 額 4 対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

師

等

養

成

所

運

営

事

業

看護師養成所修業年限延長促進事業

専任教員配置経費 1か所当た り

3,316,000円

看護師養成所の修業年限延

長に伴 う準備に必要な次に掲

げる経費

専任教員配置経費

(1)教員経費

ア 専任教員給与費

イ 専任教員人当庁費、

需用費 (消 耗品費、印

刷製本費)、 備品購入

費、役務費 (通信運搬

費)、 福利厚生費

ウ 委託料 (上記教員経

費の うちア及びイに該

当するものとする。)
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イ.都道府県が補助す る事業

1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象  経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

師

等

養

成

所

運

営

事

業

a 看護師等養成所 IE‐ 営事業

次に掲げる課程 ごとの基準額 A及び基準額 B

の合計額

1 保健師養成所

(1)基準額 A

次のア、イ、 ウ及び工の合計額に別表 11に定

める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

8, 284, 000円
イ 総定員

は1)が 20人 を超える養成所 におい

て、専任教員分 として定員 20人増す ごとに

1, 842, 000円
ウ 事務職員

(注 2)分 として 1か所当た り

536,000円
工 生徒数 (注 3)に 1人 当た り12, 800円 を

乗 じて得た額

(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業 (注 4)実
施施設につい

て受講者 1人 当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業

に4)実
施

施設について受講者 1人 当た り

147,000円

2 助産師養成所

(1年間で教育を行 うもの)

(1)基準額A
次のア、イ、 ウ及び工の合計額に別表 11に定

める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

8, 284, 000円
イ 総定員が 20人 を超 える養成所において、

専任教員分 として定員 20人増す ごとに

1,842,000円
ウ 事務職員分 として 1か所 当た り

536, 000円
工 生徒数に 1人 当た り141, 800円 を乗

じて得た額

看護師等養成所の運営に必

要な次に掲げる経費

1 教員経費

(1)専任教員給与費

(2)専任教員人当庁費、需

用費 (消耗品費、印刷製

本費)、 備品購入費、役

務費 (通信運搬費)、 福

利厚生費

(3)添削指導員給与費

(4)部外講師謝金

(5)委託料 (上記教員経費

のうち (1)～ (4)に
該当するものとする。 )

2 事務職員経費

(1)専任事務職員給与費

(2)委託料 (上記専任事務

職員給与費とする。 )

3 生徒経費

(1)事業用教材費

(2)臨床実習経費 (消耗器

材に要する経費)

(3)委託料 (上記生徒経費

のうち (1)及 び (2)

に該 当す る も の とす

る。 )

4 実習施設謝金

(1)報償費 (実習施設謝金)

(2)委託料 (上記報償費と

する。 )

5 へき地等の地域における

養成所に対する重点的支援

事業実施経費

(1)実習体制支援経費 (賃

金、需用費 (燃料費、消

耗品費、修繕費)、 役務

費 (保険料、手数料)、

備品購入費 (単価 30万
円未満の備品に限る。 )

使用料及び賃借料

P36〔



1区分 2種 目 3  基       準       額 4対 象 経 費

(2)基準額 B

次のア、イ及び ウの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円
ウ 助産師学生実践能力向上事業 (注 4)実

施施設

1か所当た り

4,510,000円

(2年間で教育を行 うもの)

(1)基準額A
次のア、イ、ウ及び工の合計額に別表 11に定

める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

4, 142, 000円
イ 総定員が 20人を超 える養成所において、

専任教員分 として定員 20人増すごとに

921,000円
ウ 事務職員分 として 1か所当た り

268,000円
工 生徒数に 1人当た り 141, 800円 を乗

じて得た額

(2)基準額 B

次のア、イ及び ウの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人当た り

340, 000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147, 000円
ウ 助産師学生実践能力向上事業実施施設 1か

所当た り

0円

(2)看護職員養成確保促進

経費 (旅費、需用費 (印刷

製 本 費 、食 糧 費 (会 議

費))、 役務費 (通信運搬

費)、 使用料及び賃借料

(3)委託料 (上記へき地等

の地域における養成所に

対する重点的支援事業実

施経費のうち (1)及び

(2)に該当するものと

する。)

6 新任看護教員研修事業実

施経費

部外講師謝金、部外講師

旅費、需用費 (消耗品費、

印刷製本費、会議費)、 役

務費 (通信運搬費、雑役務

費)、 備品購入費

7 看護教員養成講習会参加

促進事業実施経費

部外講師謝金、部外講師

旅費、代替教員雇上経費

8 助産師学生実践能力向上

事業実施経費

部外講師謝金、旅費、需

用費 (消耗品費、印刷製本

費、会議費)、 役務費 (通

信運搬費、雑役務費)、 備

品購入費、使用料及び賃借

料
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

師

等

養

成

所

運

営

事

業

3 看護師 (3年課程)養成所

(全 日制 )

(1)基準額A
次のア、イ、ウ、工、オ及び力の合計額に別表

11に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

16,178,000円
イ 統合カ リキュラム実施施設

6, 633, 000円
ウ 総定員が 120人 を超 える養成所において

専任教員分 として定員 30人増す ごとに

1,842,000円
工 事務職員分 として 1か所当た り

536,000円
オ 生徒数に 1人 当た り15, 500円 を乗 じ

て得た額

カ ヘき地等の地域における養成所に対す る重

点的支援事業 に4)実
施施設 1か所当た り

1,087,000円
(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円

(全 日制であつて 4年間で教育を行 うもの及び定

時市1)

(1)基準額A
次のア、イ、ウ、工及びオの合計額に別表 11

に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

12,134,000円
イ 総定員が 120人 を超える養成所において

専任教員分 として定員 30人増す ごとに

1, 381, 000円
ウ 事務職員分 として 1か所 当た り

402,000円
工 生徒数に 1人 当た り15, 500円 を乗 じて

得た額
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

オ ヘき地等の地域における養成所に対す る重

点的支援事業実施施設 1か所当た り

1,087,000円
(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人 当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円

4 看護師 (2年課程)養成所

(全 日制)

(1)基準額 A
次のア、イ、 ウ、工及びオの合計額に別表 11

に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

13, 889,000円
イ 総定員が 80人 を超える養成所 において専

任教員分 として定員 30人増す ごとに

1, 842, 000円
ウ 事務職員分 として 1か所当た り

536,000円
工 生徒数に 1人 当た り17, 600円 を乗 じ

て得た額

オ ヘき地等の地域における養成所 に対す る重

点的支援事業実施施設 1か所当た り

1, 004, 000円
(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人 当た り

340, 000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人当た り

147,000円
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

自雨

等

養

成

所

運

営

事

業

(定時制 )

(1)基準額A
次のア、イ、ウ、工及びオの合計額に別表 11

に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

10,417, 000円

イ 総定員が 120人 を超える養成所において

専任教員分 として定員 30人増す ごとに

1,381,000円
ウ 事務職員分 として 1か所当た り

402,000円
工 生徒数に 1人 当た り17, 600円 を乗 じ

て得た額

オ ヘき地等の地域における養成所に対す る重

点的支援事業実施施設 1か所当た り

1,004,000円
(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設 について受

講者 1人 当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円

(通信制 )

(1)基準額A

次のア、イ、ウ、工及びオの合計額に別表 11

に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

17,121,000円
イ 総定員が 500人 を超える養成所において

専任教員分 として定員 100人 増す ごとに

1,842,000円
ウ 総定員が 500人 を超える養成所において

添削指導員分 として定員 100人 増す ごとに

1,615,000円
工 事務職員分 として

536,000円
オ 生徒数に 1人 当た り3, 500円 を乗 じて

得た額
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人 当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円

5 准看護師養成所

(1)基準額A
次のア、イ、 ウ、工及びオの合計額に別表 11

に定める調整率を乗 じて得た額

ア 養成所 1か所当た り

8, 080, 000円
イ 総定員が 80人を超 える養成所において専

任教員分 として定員 30人増す ごとに

1,842,000円
ウ 事務職員分 として 1か所当た り

536,000円
工 生徒数に 1人当た り13, 100円 を乗 じ

て得た額

オ ヘき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業実施施設 1か所当た り

973,000円
(2)基準額 B

次のア及びイの合計額

ア 新任看護教員研修事業実施施設について受

講者 1人 当た り

340,000円
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

について受講者 1人 当た り

147,000円

(注 )

1  総定員は、生徒が在籍 しない学年 も含む全

学年の定員数 とす る。

2  事務職員は、 1学年定員 80人以上の養成

所において、庶務、会計、教務、図書管理等

の事務に 2人以上専任 としての位置付けがな

されている場合に限る。
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

看

護

一巾

等

養

成

所

運

営

事

業

生徒数は、当該年度の4月 15日 現在におけ

る人員又は生徒が実在する学年の定員のいずれ

か少ない方 とする。

i へき地等の地域における養成所に対する重点

的支援事業、新任看護教員研修事業、看護教員

養成講習会参加促進事業及び助産師学生実践能

力向上事業は次のとお りとする。

(1)へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づく

へき地等の地域における養成所に対する重点的

支援事業

(2)新任看護教員研修事業

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づく

新任看護教員研修事業

(3)看護教員養成講習会参加促進事業

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づく

看護教員養成講習会参加促進事業

(4)助産師学生実践能力向上事業

「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づく

助産師学生実践能力向上事業
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

:

看

護

自雨

等

養

成

所

運

営

事

業

「看護師養成所 2年課程 (通信制 )」 導入促進

事業

専任教員等配置経費 1か所当た

12, 255, 000円

「看護師養成所 2年課程

(通信制)」 の設置準備に必要

な次に掲げる経費

専任教員等配置経費

(1)教員経費

ア 専任教員給与費

イ 専任教員人当庁費、需

用費 (消耗品費、印刷製

本費)、 備品購入費、役

務費 (通信運搬費)、 福

利厚生費

ウ 委託料 (上記教員経費

のうちア及びイに該当す

るものとする。 )

(2)添削指導員経費

ア 添削指導員給与費

イ 添削指導員人当庁費、

需用費 (消耗品費、印刷

製本費)、 備品購入費、

役務費 (通信運搬費)、

福利厚生費

ウ 委託料 (上記添削指導

員経費のうちア及びイに

該当するものとする。 )

(3)事務職員経費

ア 事務職員給与費

イ 委託料 (上記事務職員

給与費とする。)
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l Dこ う) 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

養

成

確

保

対

策

費

等

補

助

金

看

護

師

等

養

成

所

運

営

事

業

助産師養成所開校促進事業

専任教員配置経費 1か所当た り

3,316,000円

看護師養成所修業年限延長促進事業

専任教員配置経費 1か所当た り

3, 316, 000円

助産師養成所の開校準備に

必要な次に掲げる経費

専任教員配置経費

(1)教員経費

ア 専任教員給与費

イ 専任教員人当庁費、需

用費 (消耗品費、印刷製

本費)、 備品購入費、役

務費 (通信運搬費)、 福

利厚生費

ウ 委託料 (上記教員経費

のうちア及びイに該当す

るものとする。 )

看護師養成所の修業年限延

長に伴 う準備に必要な次に掲

げる経費

専任教員配置経費

(1)教員経費

ア 専任教員給与費

イ 専任教員人当庁費、需

用費 (消耗品費、印刷製

本費)、 備品購入費、役

務費 (通信運搬費)、 福

利厚生費

ウ 委託料 (上記教員経費

のうちア及びイに該当す

るものとする。 )
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月I!表 2

別表 3

1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

中央ナース

センター事業

(人件費)

4, 369千 円 中央ナースセンター事業に

必要な次に掲げる経費

報酬、給料、賃金

中央ナース

センター事業

(運営事業費)

99, 659千 円 中央ナースセンター事業に

必要な次に掲げる経費

賃金、報償費 (謝金)、 旅

費、需用費 (消耗品費、印刷

製 本 費 、 食 糧 費 (会 議

費))、 役務費 (通信運搬

費、広告料、手数料、雑役務

費)、 使用料及び賃借料、委

託料

1区分 2種 目 3  基       準       額 4対 象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

看

護

職

員

確

保

対

策

特

男il

事

業

厚生労働大臣が必要と認めた額 総合的な看護職員確保対策

特別事業に必要な次に掲げる

経費

報酬、賃金、謝金、旅費 (外

国旅費 を含む。 )、 消耗 品

費、印刷製本費、会議費、光熱

水費、通信運搬費、保険料、広

告料、雑役務費、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費
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別表 4

1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

看

護

職

員

資

質

向

上

推

進

事

業

看護職員専門分野研修

1人あたり

認定看護師追加研修

1人あたり

105千 円

121千 円

(た だ し、看護職員専門分野研修 と認定看護師追

加研修を一体的に行 う場合は 1人 あた り226千

円 とす る。 )

看護職員専門分野研修・認

定看護師追加研修の実施に必

要な次に掲げる経費

謝金、旅費、消耗品費

別表 5

1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

プ

ロ

グ

ラ

ム

責

任

者

養

成

講

習

会

事

業

10, 692+n プログラム責任者養成講習

会の実施に必要な次に掲げる

経費

賃金、報償費 (謝金)、 旅

費、需用費 (消耗品費、印刷

製本費)、 役務費 (通信運搬

費)、 使用料及び賃借料 (会

場借料)、 委託料 (内訳は上

記に掲げる経費とする。)、

備品購入費

P37C



別表 6

1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

歯

科

医

師

臨

床

研

修

指

導

医

講

習

会

事

業

プログラム責任者講習会

3, 97千円

プログラム責任者講習会の

実施に必要な次に掲げる経費

賃金、報償費 (謝金)、 旅

費、需用費 (消耗品費、印刷

製本費)、 役務費 (通信運搬

費)、 使用料及び賃借料 (会

場借料)、 委託料 (内訳は上

記に掲げる経費とする。)、

備品購入費

別表 7

1区分 2種 目 3  基       準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

医導

療者

関等

係養

職成

種講

実習

習会

施事

設業

指

Ｉ

　

　

　

Ⅱ

歯 科 技 工 士

歯 科 衛 生 士 3,

888千 円

303千 円

医療関係職種実習施設指導

者等養成講習会の実施に必要

な次に掲げる経費

賃金、報償費 (謝金)、 旅

費、需用費 (消耗品費、印刷

製本費)、 役務費 (通信運搬

費)、 使用料及び賃借料 (会

場借料)
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別表 8

1区分 2種 目 3  基       準 額 4 対  象 経 費

医

療

関

係

者

研

修

費

等

補

助

金

薬

剤

師

生

涯

教

育

推

進

事

業

1,054千 円 薬斉1師 生涯教育推進事業を

行 うために必要な次に掲げる

経費

賃金、諸手当、社会保険料

事 業 主 負 担 、報 償 費 (謝

金 )、 旅費、需用費 (会 議

費、印刷製本費)、 通信運搬

費、使用料及び賃借料 (会場

借料)
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男リヌそ9

1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

医 自市

◎ 基幹型臨床研修病院 (大学病院を含む。 )

が申請する場合

次により算定した合計額

ただし、算定に当たつて、研修医延人数、

事業延 日数には、国が開設する病院等補助対

象外の病院における研修医の人数、事業 日数

は含めないこと。

また、研修医に決まつて支払われ る給与

(時間外手当、当直手当等を除く。)が年額

720万 円を越える場合 (都道府県の要請等に

より受け入れた自治医科大学の医学部卒業生

を除く。)は、合計額に0.9を乗 じた額 とす

る。

指導医経費

)指導医経費

ア 1種地域及び 2種地域

(67,000円 /月 額)X研修医延人数

イ 3種地域

(56,000円 /月 額)×研修医延人数

ウ 4種地域
(51,000円 /月 額)×研修医延人数

工 5種地域

(45,000円 /月 額)×研修医延人数

臨床研修を行 うために必要

な次に掲げる経費

1 研修管理委員会等経費

報償費 (謝金)、 旅費、

需用費 (消耗品費、印刷製

本費、会議費)、 役務費

(通信運搬費)

2 プログラム責任者人件費

(プ ログラム管理に係る

もの)

3 賃金 (指導医及びプログ

ラム責任者の補助者雇上経

費)

4 役務費 (通信運搬費)

5 指導医、プログラム責任

者 (研修医指導分)にかか

る謝金、人件費、手当

6 プログラム責任者養成講

習会修了者及び臨床研修等

指導医養成講習会修了者

が、より高度な指導等を行

うための情報収集及び学会

等に出席するために必要な

次に掲げる経費
旅費、需用費 (図書購入

費、教材等材料費、消耗品

費)

7 剖検経費

大学病院にあつては、消

耗品費
臨床研修病院にあって

は、謝金、旅費、消耗品費
8 へき地診療所等の研修経

費

旅費
9 医師不足地域宿 日直研修

事業経費、産婦人科宿日直
研修事業経費及び小児科宿

日直研修事業経費

指導医等の手当 (事業日

数 1日 当たり当直医師 1名

分の手当に限る。 )
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

ただし、都道府県知事により、二次又は二次

救急病院に認定されている病院については、上

記月額単価に2,000円 を加算 して得た額を月額

単価 とする。

(2)賃金

(17,000円 /月 額)×研修医延人数

剖検経費 (1学年平均研修医数)

大学病院にあつては、

(40,000円 /年額)× 研修医数

臨床研修病院にあつては、

(95,000円 /年額)× 研修医数

ただし、上記基準額に「補助対象となる病院

等における研修医延人数/病院群全体の研修医

延人数」を乗 じて得た額 とする。

プログラム責任者等経費 (1学年平均研修医

数)

(ア)研修医 1人 327,000円 /年額

(イ)研修医 2～ 19人  491,000円 /年額

(ウ)研修医20人～   981,000円 /年額

(工)研修医の募集定員が20人以上で、将来
小児科医又は産科医になることを希望す

る研修医を対象とした研修プログラムを

設けた病院

1,962,000円 /年額

4 研修管理委員会等経費

次に掲げる (1)及び (2)の合計額

(1)研修管理委員会 257,000円 /年額

(2)地域医療対策協議会等連絡調整

地域医療の研修を行 う施設の選定や医師派

遣等を行 う際に、地域医療対策協議会や臨床

研修施設等 と調整のための会議を行 う病院

85,000円 ×実施回数

ただ し、実施回数の上限は 2回 を限度 とす

る。

へき地診療所等研修支援経費

(10,000円 /日 額)× 事業延 日数

医師不足地域宿 日直研修事業経費

1種又は 2種地域に所在する病院又は診療所

10 指導医養成講習会の開催

に必要な次に掲げる経費

報償費 (謝金)、 旅費、

需用費 (消耗品費、印刷製

本 費 、 食 料 費 (会 議

費))、 役務費 (通信運搬

費)(ただし、 1種又は 2

種地域に所在する基幹型病

院において、指導医養成講

習会を開催す る場合 に限

る。 )

中核病院と医師不足地域

の中小病院 。診療所が連携

した臨床研修を行 うために

必要な次に掲げる経費

研修プ ログラム作成者

(補助者 も含む。)の 謝

金、人件費、手当、賃金、

旅費 (連携する病院等との

打合せにかかるもの)、 派

遣す る指導医に係 る人件

費、手当
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1区分 2種 目 3  基       準       額 4対 象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

1年次生

(80,000円 /月 額)× 宿 日直研修事業延月

数

ただし、80,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合とし、 1月

間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、「2

0,000円 ×1月 間の宿 日直 日数」により得た額

を月額単価 とする。

(2)2年次生

ア 指導医等が研修医と当直する場合

(80,000円 /月 額)×宿 日直研修事業延

月数

ただ し、80,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直 日数が 4日 以上の場合 と

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「20,000円 × 1月 間の宿 日直 日

数」により得た額を月額単価 とする。

イ 指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 宿 日直研修事業延

月数

ただ し、20,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直 日数が 4日 以上の場合 と

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「5,000円 ×1月 間の宿 日直日数」

により得た額を月額単価とする。

産婦人科宿 日直研修事業経費

産婦人科又は産科の研修を行 う病院又は診療

所

１ 指導医等が研修医と当直する場合

(80,000円 /月 額)× 産婦人科又は産科

の研修期間における宿 日直研修事業延月数

ただ し、80,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直 日数が 4日 以上の場合 と

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「20,000円 × 1月 間の宿 日直 日

数」により得た額を月額単価とする。

指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 産婦人科又は産科

の研修期間における宿 日直研修事業延月数

ただ し、20,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直日数が 4日 以上の場合と

(2)

P384



1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

円

指

導

経

費

）

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「5,000円 ×1月 間の宿 日直日数」

により得た額を月額単価とする。

8 小児科宿 日直研修事業経費

小児科の研修を行 う病院又は診療所

(1)指導医等が研修医と当直する場合

(80,000円 /月 額)× 小児科の研修期間に

おける宿 日直研修事業延月数

ただ し、80,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直 日数が 4日 以上の場合 と

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「20,000円 × 1月 間の宿 日直 日

数」により得た額を月額単価とする。

(2)指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 小児科の研修期間に

おける宿 日直研修事業延月数

ただし、20,000円 の月額単価は、 1月 間

における宿 日直 日数が 4日 以上の場合 と

し、 1月 間の宿 日直 日数が 4日 に満たない

場合は、 「5,000円 × 1月 間の宿 日直目数」

により得た額を月額単価とする。

指導医養成講習会開催経費

当該年度に開催指針に基づく指導医養成講習

会を開催 し、かつ、 1種又は 2種地域に所在す

る病院

1,030,000円 /年額
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4対 象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

10 臨床研修指導医確保事業経費

中核病院と医師不足地域の中小病院・診療所

が連携 した臨床研修を行 うため、臨床研修プロ

グラムを作成又は指導医等を派遣する病院 (医

師不足地域の中小病院・診療所で 3月 以上、研

修医が臨床研修を行 う研修プログラムであるも

のに限る。 )

(1)中核病院

大学病院又は人口10万人当たり医師数が全国

値以上の二次医療圏に所在 し、募集定員10人以

上の臨床研修病院

ア 研修プログラム作成経費

1,822,000円 /年額

イ 派遣指導医経費

(11,000円 /日 額)× 指導医派遣延 日数

ただし、派遣延日数の上限は52日 とする。

(2)医師不足地域の中小病院

人口10万人当た り医師数が全国値を下回る二

次医療圏に所在 し、募集定員10人未満の臨床研

修病院

ア 研修プログラム作成経費

1,802,000円 /年額

イ 派遣指導医経費

(16,000円 /日 額)× 指導医派遣延 日数

ただし、派遣延日数の上限は12日 とする。

(注) 交付額は、調整の上決定することもあり

得ること。

◎ 協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設

が申請する場合

次により算定した合計額

ただし、算定に当たつて、研修医延人数、

事業延 日数には、国が開設する病院等補助対

象外の病院における研修医の人数、事業 日数

は含めないこと。

また、研修医に決まつて支払われる給与

(時間外手当、当直手当等を除く。)が年額

720万 円を超える場合 (都道府県の要請等に

より受け入れた自治医科大学の医学部卒業生

を除 く。)は合計額に0.9を 乗 じた額 とす

る。

臨床研修を行 うために必要

な次に掲げる経費

1 役務費 (通信運搬費 )

2 指導医にかかる謝金、人

件費、手当

3 臨床研修等指導医養成講

習会修了者が、より高度な

指導等を行 うための情報収

集及び学会等に出席するた

めに必要な次に掲げる経費

旅費、需用費 (図書購入

費、教材等材料費、消耗品

費)
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4 剖検経費

大学病院にあつては、消

耗品費

臨床研修病院 にあつて

は、謝金、旅費、消耗品

費

5 医師不足地域宿 日直研修

事業経費、産婦人科宿 日直

研修事業経費及び小児科宿

日直研修事業経費

指導医等の手当 (事業日

数 1日 当たり当直医師 1名

分の手当に限る。 )

1 指導医経費

(1)指導医経費

ア 1種地域及び 2種地域

(67,000円 /月 額)× 研修医延人数

イ 3種地域

(56,000円 /月 額)× 研修医延人数

ウ 4種地域

(51,000円 /月 額)×研修医延人数

工 5種地域

(45,000円 /月 額)× 研修医延人数

ただし、都道府県知事により、二次又は二次

救急病院に認定されている病院については、上

記月額単価に2,000円 を加算して得た額を月額

単価 とする。

(2)賃金

(17,000円 /月 額)× 研修医延人数

2 剖検経費 (1学年平均研修医数)

大学病院にあつては、

(40,000円 /年額)× 研修医数

臨床研修病院にあつては、

(95,000円 /年額)× 研修医数

ただし、上記基準額に「補助対象となる病院

等における研修医延人数/病院群全体の研修医

延人数」を乗 じて得た額 とする。

3 医師不足地域宿 日直研修事業経費

1種又は 2種地域に所在する病院又は診療所

(1)1年次生

(80,000円 /月 額)× 宿日直研修事業延月数

ただし、80,000円 の月額単価は、 1月 間にお

ける宿日直日数が 4日 以上の場合 とし、 1月 間

の宿日直日数が 4日 に満たない場合は、 「20,0

00円 × 1月 間の宿 日直 日数」により得た額を月

額単価とする。
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1区分 2種 目 3  基       準 額 4対 象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

(2)2年次生

ア 指導医等が研修医と当直する場合

(80,000円 /月 額)× 宿日直研修事業延月数

ただし、80,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1

月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「20,000円 × 1月 間の宿 日直 日数」により得

た額を月額単価とする。

イ 指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 宿日直研修事業延月数

ただし、20,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1
月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「5,000円 ×1月 間の宿 日直日数」により得た

額を月額単価 とする。

産婦人科宿 日直研修事業経費

産婦人科又は産科の研修を行 う病院又は診療

所

(1)指導医等が研修医と当直する場合

(80,000円 /月 額)× 産婦人科又は産科の

研修期間における宿 日直研修事業延月数

ただし、80,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1

月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「20,000円 Xl月 間の宿 日直 日数」により得

た額を月額単価 とする。

(2)指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 産婦人科又は産科の

研修期間における宿 日直研修事業延月数

ただし、20,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1

月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「5,000円 ×1月 間の宿 日直日数」により得た

額を月額単価 とする。

小児科宿 日直研修事業経費

小児科の研修 を行 う病院又は診療所

)指導医等が研修医 と当直する場合

(80,000円 /月 額)× 小児科の研修期間に

おける宿 日直研修事業延月数

ただ し、80,000円 の月額単価は、 1月 間に
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おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1

月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「20,000円 × 1月 間の宿 日直 日数」により得

た額を月額単価 とす る。

(2)指導医等がオンコール体制にある場合

(20,000円 /月 額)× 小児科の研修期間に

おける宿 日直研修事業延月数

ただ し、20,000円 の月額単価は、 1月 間に

おける宿 日直 日数が 4日 以上の場合 とし、 1

月間の宿 日直 日数が 4日 に満たない場合は、

「5,000円 × 1月 間の宿 日直 日数」によ り得

た額を月額単価 とす る。

(注) 交付額は、調整の上決定す ることもあ り

得ること。

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

臨床研修に関する地域協議

会で地域における研修医の募

集定員の調整又は臨床研修病

院群の形成について協議、検

討するために必要な次に掲げ

る経費

報償費 (謝金)、 旅費、会

議費、賃金 (事務補助者雇上

経費)

1,987千 円

(注) 交付額 は、調整 の上決定す ることもあ り

得 るこ と。

臨

床⌒

研地

修域

事協

業議

会

経

費
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1区分 2種 目 3 額準基 4対 象 経 費

臨

床

研

修

費

等

ネ甫

助

金

臨

床

研

修

事

業

（　

　

教

育

指

導

経

費

2 プログラム責任者経費

次に掲げる (1)及び

(1)基本業務

ア 研修歯科医1～ 19人

イ 研修歯科医20人 ～

(2)日 標達成管理

(2)の合計額

979,000円 /年額

1,958,000円 /年額

歯科医師

◎ 単独型又は管理型臨床研修施設 (大学病院

を含む。 )

次により算定した合計額

ただし、算定に当たつて、研修歯科医延人

数、事業実施研修歯科医数には、国が開設す

る施設等補助対象外の施設における研修歯科

医の人数は含めないこと。

また、研修歯科医延人数は、当該年度内に

おける各月の末日に在籍する研修歯科医数の

総和であること。

指導歯科医経費

(57,000円 /月 額) 研修歯科医延人数

厚生労働大臣が必要と認めた額

研修管理委員会経費

337,000円 /年額

へき地診療所研修支援経費

(27,000円 /年額)× 事業実施研修歯科医数

研修歯科医物件費

(4,000円 /月 額) 研修歯科医延人数

歯科医師臨床研修を行 うた

めに必要な次に掲げる経費

1 研修管理委員会経費

報償費 (謝金)、 旅費、

需用費 (消耗品費、印刷製

本費、会議費)、 役務費

(通信運搬費)

2 プログラム責任者人件費

(プ ログラム管理に係る

もの)

3 役務費 (通信運搬費)

4 指導歯科医、プログラム

責任者 (研 修歯科医指導

分)に係る謝金、人件費、

手当

5 需用費

医薬材料費 (歯科医学研

究材料費)、 印刷製本費、

消耗品費、光熱水費

6 プログラム責任者及び指

導歯科医が臨床研修施設群

内の施設へ出張するための

経費、及びより高度な指導

等を行 うための情報収集及

び学会等に出席するために

必要な経費で、次に掲ガるもの

旅費、需用費 (図書購入

費、教材等材料費、消耗品

費)

7 へき地診療所の研修経費

旅費
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1区分 2種 目 3 基 準 額 4 対  象 経 費

臨

床

研

修

費

等

補

助

金

臨

床

研

修

事

業

（
教

育

指

導

経

費

）

◎ 協力型臨床研修施設が申請する場合

次により算定した合計額

ただし、算定に当たつて、研修歯科医延人

数には、国が開設する施設等補助対象外の施

設における研修歯科医の人数は含めないこ

と。

また、研修歯科医延人数は、当該年度内に

おける各月の末 日に在籍する研修歯科医数の

総和であること。

指導歯科医経費

(57,000円 /月 額)

研修歯科医物件費

(4,000円 /月 額)

研修歯科医延人数

研修歯科医延人数

(注)交 付額は、調整の上決定することもあり

イ尋ること。

歯科医師臨床研修を行 うた

めに必要な次に掲げる経費

1 役務費 (通信運搬費)

2 指導歯科医にかかる謝金、

人件費、手当

3 需用費

医薬材料費 (歯科医学研

究材料費)、 印刷製本費、

消耗品費、光熱水費

4 指導歯科医が臨床研修施

設群内の施設へ出張するた

めの経費、及びより高度な

指導等を行 うための情報収

集及び学会等に出席するた

めに必要な経費で、次に掲

げるもの

旅費、需用費 (図書購入

費、教材等材料費、消耗品

費)
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都 及 び 県 名 調  整  率

東京都 0, 71

愛知県 0. 91

別表 10

別表 11

看護師等養成所の定員数 調  整  率

定員181人以上 0. 92

定員 161人以上180人以下 0. 94

定員121人以上160人以下 1.00

定員 81人以上120人以下 1. 02

定員80人 以下 1.04

(注)生徒が在籍 しない学年 を除 く全学年の定員数 とする。
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